
この事業は、都道府県の区域を越えて行われる広域的なアグリビジネスの取組を

支援するため、農業法人等が食品産業等の実需者と連携して付加価値の高い
農業経営を行うのに必要となる機械・施設等の整備を国が直接支援するものです。

※事業実施の手順
公募期間中に事業計画を応募→農林水産本省の審査委員会で採択(補助金交付候補者)→

地方農政局で事業計画を承認(事業実施主体)→補助金の交付

公募情報

補助対象施設（例）

補助率

事業費の１／２（沖縄県にあっては２／３）以内です。
農業用機械を整備する場合及び事業協同組合等が事業実施主体の場合は、補助率は１／３となります。
平成２１年度の予算額は５０８，８１８千円です。

第３回公募期間：平成２１年７月２７日（月）～９月１４日（月）
http://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html(農林水産省>申請・お問い合わせ>調達情報・公表事項>補助事業参加者の公募

（詳細については下記までお問合せください。）

お問い合わせ先

事業の詳しい内容については、次の各担当までお気軽にお問合せください。
農林水産省 経営局構造改善課 経営構造対策企画班 ０３－３５０１－３７６８(農業法人等の施設整備に関すること)

総合食料局流通課 流通改善班 ０３－３５０２－５７４１(事業協同組合等の施設整備に関すること)

施策情報

農林水産省のホームページでも事業に関する情報をご覧いただけます。
http://www.maff.go.jp/（農林水産省）＞経営＞農地・構造改善＞経営構造対策＞広域連携

農業法人等の皆様方へ

広域連携アグリビジネスモデル支援事業のご案内

事業実施主体

都道府県の区域を越えて広域的に活動を展開する､
①食品産業等実需者と連携する農業法人等

②生産者と連携する中小企業者等の事業協同組合等
③生産者と連携する農業法人等
※その他の要件

①は、実需者から出資を受けていることが必要です。
①,③は、原則として３戸以上の農家が含まれている法人で、法人が認定農業者であるか又は法人の構成員に

認定農業者が含まれていることが必要です。

処理加工施設 高機能な温室集出荷施設



広域連携アグリビジネスモデル支援事業

近年、農業生産者と食品産業等の実需者が連携して農畜産物を安定供給・確保する取組、複数の都道府県
にわたる農業生産者が連携して生産・販売施設等を整備する取組等、農業をビジネスとしてとらえ、都道府
県域を超えて生産から加工・流通・販売までを一体として行う取組が見られるようになっています。
このような都道府県の枠を超えて行われる広域的なアグリビジネスの取組について、新たなビジネスモデ
ルを創出する先駆けとして全国的な視点から支援を行い、競争力のある担い手を育成し、国産農畜産物の競
争力の強化を図ります。

（１）生産者・実需者連携事業

複数の都道府県にわたる農業生産者と実需者が連携し、農業生産者が実需者の求める農畜産物を安定供

給するために必要となる土地基盤、生産施設等の整備を実施します。

ア 生産施設等の整備タイプ

【事業実施基準】
・事業実施主体は、連携する実需者から出資を受けていること。 等

【達成すべき成果目標の基準】
次の各項目について、事業承認年度から３年度目を目標年度とした数値目標及び達成のためのプログラム
を設定。
・連携作物の取扱量の増加・・事業実施主体における連携作物の全取引数量のうち、事業実施主体と出資関
係にある又は目標年度以降３年間以上の取引契約を締結している実需者との
取引数量の割合が５０％以上となるか現在と比べ２０％以上増加すること。
・農業所得の向上・・・・・・事業実施主体の構成員のうち、農業経営基盤強化促進法第６条に基づき市町
村が策定する基本構想における農業経営基盤の強化の促進に関する目標に定
められた「当該市町村において育成すべき効率的かつ安定的な農業経営につ
いての目標とすべき所得水準」に年間所得が到達する者が１以上増加するこ
と。

１ 趣 旨

２ 事業内容

土地基盤を整備
（事業実施主体） 販 売

生産施設

＜実需者＞

販 売

食品販売業
食品製造業
卸売業
外食産業 等

出 資

出 資

土地基盤

Ａ県の農業生産法人

生産施設を整備
（事業実施主体）

Ｂ県の農業生産法人

＜実需者＞

食品販売業
食品製造業
卸売業
外食産業 等

取引契約

販
売



イ 加工施設等の整備タイプ

農業生産者と実需者が都道府県の区域を超えて連携し、農業生産者が実需者の求める農畜産物及びその
加工品を安定供給するために必要となる加工施設、集荷施設等の整備を実施します。

【事業実施基準】
・事業実施主体は、連携する実需者から出資を受けていること。 等

【達成すべき成果目標の基準】
次の各項目について、事業承認年度から３年度目を目標年度とした数値目標及び達成のためのプログラム
を設定。
・連携作物の取扱量の増加・・当該施設で取り扱う連携作物の全取引数量のうち、事業実施主体と出資関係
にある又は目標年度以降３年間以上の取引契約を締結している実需者へ販売
する連携作物の取引数量の割合が５０％以上となるか現在と比べ２０％以上
増加すること。
・農業所得の向上・・・・・・事業実施主体の構成員のうち、農業経営基盤強化促進法第６条に基づき市町
村が策定する基本構想における農業経営基盤の強化の促進に関する目標に定
められた「当該市町村において育成すべき効率的かつ安定的な農業経営につ
いての目標とすべき所得水準」に年間所得が到達する者が１以上増加するこ
と。（構成員が農業協同組合等の場合は、当該施設に連携作物を出荷する組
合員のうち上記所得水準に年間所得が到達する者が１以上増加すること。）

（２）加工・流通拠点整備事業
複数の都道府県にわたる農業生産者と実需者が連携し、消費者に安全・安心な食料を安定供給するため、
事業協同組合等が農畜産物及びその加工品を効率よく販売・配送するために必要となる施設整備等を実施
します。

【事業実施基準】
・事業実施主体は、複数の都道府県にわたる農業生産者と出資又は目標年度以降３年間以上の取引契約を締
結する関係にあること。
なお、この場合、農事組合法人以外の農業生産法人においては、事業実施主体から出資を受けているこ

と、また、それ以外の農業生産者、農事組合法人及び農業協同組合等においては、目標年度以降３年間以
上の取引契約を締結していること。 等

Ｂ県の農業協同組合等

Ｃ県の認定農業者等

＜実需者＞＜農業法人等＞
実需者から出資を受けた農
業生産者サイドの法人が、
加工施設、集荷施設等を整
備し、管理運営。

出資

出荷 販売

食品販売業
食品製造業
卸売業
外食産業 等

Ａ県の農業生産法人

出資

（事業実施主体）



【達成すべき成果目標の基準】
次の項目について、事業承認年度から３年度目を目標年度とした数値目標及び達成のためのプログラムを設定。
・連携作物の取扱数量の増加・・事業実施主体と出資関係にある又は目標年度以降３年間以上の取引契約を締結し
ている農業生産者からの取引数量が、整備する施設で取り扱う農畜産物全体の
５０％以上となること。

取

引
契

約

Ｄ県の農業者

＜事業協同組合＞
中小企業者等が事業協
同組合等を組織。
当組合が加工施設、集
荷施設等を整備し、管

理運営。

＜実需者＞

販売

配送

出 資

出荷

出荷

出

荷
出
荷

Ｃ県の農業協同組合等

食品販売業
食品製造業
卸売業
外食産業 等

Ｂ県の農業生産法人

Ａ県の農業生産法人

出 資

【事業実施基準】
・共通した生産技術により生産し、高付加価値化（ブランド化）した農畜産物の販売を連携して行うこと。
等

【達成すべき成果目標の基準】
次の各項目について、事業承認年度から３年度目を目標年度とした数値目標及び達成のためのプログラム
を設定。
・連携販売量の増加・・事業実施主体における連携販売の対象となる作物の全取引数量のうち、共通した生
産技術により生産し、高付加価値化（ブランド化）した農畜産物を連携して販売し
た量の割合が５０％以上となるか現在と比べ２０％以上増加すること。
・農業所得の向上・・・事業実施主体の構成員のうち、農業経営基盤強化促進法第６条に基づき市町村が策
定する基本構想における農業経営基盤の強化の促進に関する目標に定められた「当
該市町村において育成すべき効率的かつ安定的な農業経営についての目標とすべき
所得水準」に年間所得が到達する者が１以上増加すること。（事業実施主体が農業
協同組合等の場合は、当該施設を利用する組合員のうち上記所得水準に年間所得が
到達する者が１以上増加すること。）

（３）生産者連携事業

ア 生産・加工施設等の整備タイプ
複数の都道府県にわたる農業生産者が共通した生産技術（同一の品種や同様の播種、水管理、施肥、農

薬の取扱い、摘果方法等何らかの共通点を有していること。）により農畜産物を生産し、高付加価値化
（ブランド化）した農畜産物及びその加工品の販売等を展開するために必要となる土地基盤、生産施設、
加工施設等を整備します。

（事業実施主体）



イ 販売施設等の整備タイプ

複数の都道府県にわたる農業生産者が連携し、高付加価値化した農畜産物及びその加工品の販売等を展

開するために必要となる加工施設、販売施設、食材供給施設等を整備する。

【事業実施基準】
・事業実施主体は、複数の都道府県にわたる農業生産者と出資又は目標年度以降３年間以上の取引契約を締
結する関係にあること。
・補助事業で整備する施設で取り扱う農畜産物の５０％以上は、当該施設を整備する都道府県以外で生産さ
れる農畜産物であること。 等

【達成すべき成果目標の基準】
次の各項目について、事業承認年度から３年度目を目標年度とした数値目標及び達成のためのプログラム
を設定。
・連携取扱量の増加・・事業実施主体において、事業実施主体と出資又は目標年度以降３年間以上の取引契
約を締結する関係にある農業生産者等との間で取引が行われる農畜産物の取扱量が、
当該施設で取り扱う農畜産物の総量に対し５０％以上となるか現在と比べ２０％以
上増加すること。
・農業所得の向上・・・事業実施主体の構成員のうち、農業経営基盤強化促進法第６条に基づき市町村が策
定する基本構想における農業経営基盤の強化の促進に関する目標に定められた「当
該市町村において育成すべき効率的かつ安定的な農業経営についての目標とすべき
所得水準」に年間所得が到達する者が１以上増加すること。（構成員が農業協同組
合等の場合は、当該施設に連携作物を出荷する組合員のうち上記所得水準に年間所
得が到達する者が１以上増加すること。）

ア ： 生産・加工施設等の整備タイプ イ ： 販売施設等の整備タイプ

共通した生産技術（同一の品種や
同様の播種、水管理、施肥、農薬
の取扱い、摘果方法等）により生
産し高付加価値化（ブランド化）し
た農畜産物の販売を連携して実施 農業生産者が出資してい

る農業法人等が、加工施
設、販売施設等を整備し、
農畜産物及びその加工品

の販売等を連携して実施。

＜農業法人等＞

出

荷

Ｄ県の認定農業者等

Ｅ県の農業者

Ｃ県の農業生産法人

取引契約
連携

生産施設

生産施設・加工施設を整備
（事業実施主体）

Ｂ県の農業生産法人

加工施設

生産者サイド：認定農業者等の組織する団体、農業協同組合等
実需者サイド：事業協同組合等

３ 事業実施主体

農業生産者サイド：１／２、１／３以内（沖縄県にあっては２／３以内）
実需者サイド：１／３以内

４ 補 助 率

（事業実施主体）

Ａ県の農業生産法人

出
資



事業実施主体 地方農政事務所 地方農政局

事業完了

（１年間）

（３年間）

事業評価 点検評価
経 由
（ 窓 口 ）

現地調査の実施等

事業実施計画策定

承認申請
経 由
（ 窓 口 ）

承 認事業着手

受 理

事前相談窓口 事前相談窓口

報告の受理

注１：地方農政事務所については、地方農政局所在府県（宮城県、埼玉県、石川県、愛知県、京都府、岡山県
及び熊本県）にあっては地方農政局が対応します。
注２：北海道については、加工・流通拠点整備事業にあっては地方農政局を「農林水産省総合食料局」、生産
者・実需者連携事業及び生産者連携事業にあっては「農林水産省経営局」、沖縄県については地方農政
局を「内閣府沖縄総合事務局」と読み替えます。

◆ 事務フロー図

土地基盤整備事業

○ － ○

○ － ○

○ － ○

○ － ○

○ － ○

○ － ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ － ○

○ － ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ － ○

○ － ○

○ － ○

－ － ○

－ － ○

特認事業 ○ ○ ○

事 業 名

事 業 メ ニ ュー

施設整備事業

生産者
連携事業

生産者・実需者
連携事業

加工・流通
拠点整備事業

○ ○

新規就農者研修施設

地域農業管理施設

経営高度化支援施設

産地形成促進施設

地域食材供給施設

高生産性農業用機械施設

乾燥調製施設

農畜産物集出荷貯蔵施設

○

堆肥製造施設

未利用資源活用施設

畦畔整備

農地保全整備

建物用地整備

農業用水施設

農畜産物処理加工施設

育苗施設

新技術活用種苗等供給施設

広域連携アグリビジネスモデル
支援施設等整備附帯事業

◆ メニュー一覧


